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避難者に対する自治体の支援策及び住宅問題等に関ずる調査

1.自治体の避難者支援策

O調査結果の概要と考察

「原発事故子ども・被災者支援法J推進自治体議員連盟

福島原発震災情報連絡センター

編集‘文責:中山均(新潟市議会議員)

-添付資料で見られるように、各自治体の独自の支援策は、情報提供や交流といった一

般的なものから、避難事由を問わず各種手数料や福祉・育児などのサービスの減免など、

それぞれ事業内容の有無や内容、対象はさまざまである。

・また、国の補助事業で避難者を臨時雇用していた事業への補助が打ち切られ、その後

についても自治体によって独自の継続か打ち切りか、対応が分かれている。

・上下水道の減免は東京都で取り組まれている。なお、東京都外の自治体で取り組まれ

ている例は、調べる限り少ない。

・独自支援策を継続する固有の財源はないこともあり、今年度いっぱいで打ち切られる事

業がある。また、事業の継続の是非を検討している自治体などもある。

・避難先の自治体の姿勢によって、避難者の生活の条件が左右されることは問題と言える。

自治体の独自施策が避難者のニーズにそれなりに向き合った結果だとすれば、こうした

現況を包括的に把握し、そこから課題を見出し、必要な施策を屈が責任を持って取り組む

必要がある。

2.避難者の住宅問題について

0調査結果の概要と考察

・公営住宅については、一般民間アパートり借り上げと向様の運用で提供している(つま

り、部屋の使用料を都道府県=宇福島県斗国に請求)場合と、自治体独自の提供の場合が

ある(添付資料参照)。

・またyこの資料では触れていないが、雇用促進住宅などは厚労省管轄の施策で同住宅

の目的外使用としての無償提供となっている。

・したがって、入居の外的形態は同様でも、異なる制度で運用されていることに留意する

必要がある。関係機関のいくつかは借上げ制度の延長期間と同期する方針を示してはい



るものの、これまでも借上げの対象者や期間の点で自治体によって対応が異なったことを

見ると、注意が必要0

・実際、無償提供が関係機関や自治体の判断によって打ち切られている場合がある。打

ち切られた場合、借上げの新規受付は終了しているため、他の支援を受ける選択肢がな

く、大きな負担を強いられる。

0住み替え問題について

-避難して 3年も経過し、子どもたちの成長や家族構成の変化に伴い、それに応じて別の

アパート等に移る必要性も出る可能性があるが、住み替えは原則認められていない(福島

県外から県内への借上げ住宅の住み替えについては認めている)。

・災害救助法のみなし仮設の延長であることが理由だが、原発事故自体が「想定外jなの

で、既存の法制度の想定を超える運用や新たな制度が必要。

0今後の「公営住宅への入居の円滑化J方針について

ー復興庁・国交省は避難者の公営住宅への入居の円滑化を打ち出している。しかし需給

バランスの実態把握も行なわれていない。

-当該自治体の一般市民の入居希望者(特に高齢者や障がい者、低所得層)のニーズと

の車L機を生じる可能性も否定できない。すでに、自治体の避難者支援策について市民の

側から糾弾される例も生じていると関心

・われわれの調査では、都市部の公営住宅の募集競争率は概ね平均数十倍で、場合に

よっては 100倍以上のところもあり、「避難者枠jを設けても限界がある。稀に応募のない

住宅もあるが、交通の便や必要な要件などの問題がある。今後、「提供可能戸数Jが示さ

れたとしても、統計上の数値と実情は大きく;jfe離していることに注意しておく必要がある。

・「公営住宅への入居円滑化Jは借上げ制度の代替とはならない。国交省等はf借り上げ

の代替ではなくあくまで選択肢を広げるJと弁明しているが、借り上げが継続していれば有

償の公営住宅へ移転する必要性は低いと思われ、この方針がどのような位置づけで検討

されてし、るかも疑問と言わざるを得ない。

.3.自治体から見た支援策の課題について

・自治体から出ている意見等としては「長期化に向けた予算措置Jr避難者の動向の把握

が困難Jr住宅借上げ制度の複数年延長Jr自治体による公営住宅の提供では問題や限

界があるjなどがある。国はこれらの意見にも耳を傾けるべき。

この資料に関する問い合わせ(添付参考資料も含め):中山均 n;;u(ayama@jca.apc.org
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自治体名

府中市

昭島市

翻布市

町田市

小企弁市

小平市

日野市



自治体名

東村山市 I59 

国分寺市 I62 

国立市 I 42 

福生市 I 104 

狛江市 I 24 

東大和市 I64 

清潟市 I 86 

東久留米市 I79 

武蔵村山市 I42 



自治体名

多摩市

稲城市

羽村市

あきる野市

西東京市

【注]

よ下水道料金減免は東京都がおこなっているが、上水道l武田区と一部を除吉全て都が運堂。下水道は23区を都が還昔、23区以外を各自治体が運堂。
都田運営する以外の上下水道の避難者減免措置についても、都由補助により減免の上、各自治体で上乗せ対思している場合もあるとのこと.

東京都の避難者のうち、東京都が漣供する応急仮設民間住宅入居数は713名

【保養プロジヱクトを実施または支揺している自治体と事業内容]
-世田替区 「ふくしまっ子リフレッシニun世田甚J福島県在住の親子在世田替区へ招持し外遊び.宿泊場所として区白施設を提供
立川市 r福島と立川町子どもたち由会」福島県在住の親子を対輩、2泊3自由パス旅行(立川町花火大会、昭和記宮企画ブール他人立川競輪場選手宿泊棟を無料利用
ー武蔵野市 有志の保護プロジヱクトに対し、市立自然の家を提供する、という形で、間接的に支援しているB
・町田市 「福島町親子・町田町森晶そびツアー」福島県在住の子ども対象eおたまじゃくし取り、キャンプファイア一、お菓子作仏ヨガ、整体など。大地沢青少年センター(公共宿泊施設)の住用料先除
小平市 「夏目;青里で遊ぽうj(市保有宿泊施設宿泊費用免除-2011.2012)r福島と小平の子どもたちの会j(2013市内ホームステイ、市後援) rふくしまキッズプロジェヲトj(2014市内ホームステイ、市後援)


